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は
じ
め
に

　

現
在
の
東
北
地
方
は
、
古
代
国
家
が
成
立
し
て
か
ら
は
、
近
畿
地
方
の
ヤ
マ
ト
か
ら
見
て

辺
境
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
征
討
の
対
象
と
さ
れ
る
場
合
も
多
か
っ
た
。
一
方
、
古
代
国
家
に

と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
辺
境
地
域
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ

る
。
東
北
地
方
は
、
大
宝
令
制
下
で
は
太
平
洋
側
の
陸
奥
と
日
本
海
側
の
出
羽
に
区
分
さ
れ

る
が
、
国
家
に
と
っ
て
陸
奥
と
は
ど
の
よ
う
な
地
域
で
あ
り
、
出
羽
と
は
ど
の
よ
う
な
地
域

で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
出
羽
の
な
か
で
も
南
と
北
、
沿
岸
と

内
陸
の
各
地
域
で
は
異
な
る
性
格
を
呈
す
る
。
こ
の
こ
と
は
世
界
史
的
視
座
す
な
わ
ち
当
時

の
東
ア
ジ
ア
世
界
の
な
か
で
東
北
の
各
地
域
を
見
て
み
る
と
よ
り
明
瞭
に
な
る
。
世
界
史
的

視
座
を
通
奏
低
音
と
し
て
、秋
田
・
能
代
の
地
域
学
的
考
察
を
行
う
と
何
が
見
え
て
く
る
の
か
。

　

秋
田
・
能
代
の
文
献
史
料
上
の
初
見
は
『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
四
年
（
六
五
八
）
四
月

条
で
、
齶
田
・
渟
代
と
表
記
さ
れ
る
。
や
が
て
秋
田
は
出
羽
柵
遷
置
、
秋
田
城
整
備
と
い
う

形
で
律
令
国
家
の
地
方
行
政
組
織
に
組
み
込
ま
れ
る
。
能
代
は
出
羽
国
の
賊
地
と
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、能
代
は
、城
柵
が
設
け
ら
れ
た
り
郡
制
が
し
か
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、

『
日
本
三
代
実
録
』
に
野
代
営
の
名
称
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
九
世
紀
に
公
的
機
関
が
置
か
れ

て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
律
令
国
家
の
北
方
支
配
に
お
い
て
秋
田
城
が
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
国
郡
制
の
枠
組
み
に
入
ら
な
い
能
代
地
域
が

大
宝
令
制
以
前
に
王
権
と
一
定
の
か
か
わ
り
を
持
ち
、積
極
的
征
夷
政
策
が
と
ら
れ
な
く
な
っ

た
九
世
紀
後
半
に
な
っ
て
も
公
的
な
掌
握
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
看
過
で
き
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
律
令
国
家
の
北
方
経
営
に
お
い
て
、
現
在
の
秋
田
県
能
代
地
域
が
果
た
し
た

役
割
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
（
１
）。

一　

齶
田
・
飽
田
と
渟
代

　

阿
倍
比
羅
夫
の
北
方
遠
征
は
、
斉
明
天
皇
四
年
（
六
五
八
）
か
ら
六
年
（
六
六
〇
）
ま
で
、

三
回
行
わ
れ
た
。

『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
四
年
四
月
条

阿
陪
臣　
闕
レ
名　

率
二

船
師
一
百
八
十
艘
一

伐
二

蝦
夷
一

。
齶
田
・
渟
代
二
郡
蝦
夷
、
望
怖
乞
レ

降
。

於
レ

是
勒
レ

軍
陳
二

船
於
齶
田
浦
一

。
齶
田
蝦
夷
恩
荷
進
而
誓
曰
、
不
下

為
二

官
軍
一

故
持
中

弓
矢
上

。

但
奴
等
性
食
レ

肉
故
持
。
若
為
二

官
軍
一

、
以
儲
二

弓
失
一

、
齶
田
浦
神
知
矣
。
将
二

清
白
心
一

仕
二

官
朝
一

矣
。
仍
授
二

恩
荷
一

以
小
乙
上
、
定
二

渟
代
・
津
軽
二
郡
々
領
一

。
遂
於
二

有
間
浜
一

召
二

聚

渡
島
蝦
夷
等
一

、
大
饗
而
帰
。

（１）
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こ
の
遠
征
で
は
戦
闘
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
も
の
の「
伐
二

蝦
夷
一

」と
あ
る
こ
と
、齶
田（
秋

田
）
の
蝦
夷
恩
荷
が
服
属
を
誓
っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
目
的
と
し
て
は
秋
田
地
域
の

蝦
夷
征
討
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
記
事
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
齶
田
蝦
夷
恩
荷
に
は
小
乙
上

（
大
化
五
年
に
制
定
さ
れ
た
冠
位
の
十
七
番
目
）
を
授
け
、
渟
代
・
津
軽
二
郡
に
は
郡
領
を
任

命
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
（
２
）。
当
時
の
行
政
単
位
は
郡
で
は
な
く
評
で
あ
り
、
列
島
北
辺
の

地
域
に
も
評
が
設
置
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
王
権
と
一
定

の
政
治
関
係
を
結
ん
だ
地
域
と
い
う
解
釈
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

実
は
、津
軽
は
こ
れ
よ
り
も
早
い
段
階
で
歴
史
書
に
登
場
す
る
。
斉
明
天
皇
元
年（
六
五
五
）

に
は
津
苅
（
津
軽
）
蝦
夷
に
冠
位
が
授
け
ら
れ
た
。

                                                            

『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
元
年
七
月
己
巳
朔
己
卯
条

於
二

難
波
朝
一

饗
二

北　
北越　

蝦
夷
九
十
九
人
、
東　
東
陸
奥
　

蝦
夷
九
十
五
人
一

。
并
設
二

百
済
調
使

一
百
五
十
人
一

。
仍
授
二

柵
養
蝦
夷
九
人
、
津
刈
蝦
夷
六
人
冠
各
二
階
一

。

　

孝
徳
朝
に
設
け
ら
れ
た
渟
足
柵
・
磐
舟
柵
よ
り
も
北
方
は
、
現
在
の
秋
田
市
付
近
を
飛
び

越
え
て
津
軽
地
域
と
一
定
の
政
治
関
係
が
結
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
在
の
新
潟
市
と
そ

の
北
辺
地
域
が
王
権
に
組
み
込
ま
れ
た
当
時
、
そ
の
北
方
の
掌
握
に
お
い
て
は
海
路
で
い
く

つ
か
の
拠
点
を
掌
握
す
る
方
法
が
と
ら
れ
た
。
斉
明
天
皇
四
年
に
秋
田
地
域
が
征
討
の
対
象

に
な
っ
た
の
は
、津
軽
以
北
の
拠
点
支
配
の
た
め
に
秋
田
地
域
の
勢
力
を
抑
え
る
必
要
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
秋
田
地
域
よ
り
も
能
代
地
域
の
方
が
早
い
時
期
に
王
権

と
結
ば
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
四
年
四
月
の
比
羅
夫
第
一
回
目
遠
征
の
論
功
行
賞
は
七

月
に
行
わ
れ
た
。

『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
四
年
七
月
辛
巳
朔
甲
申
条

蝦
夷
二
百
余
詣
レ

闕
朝
献
。
饗
賜
贍
給
有
レ

加
二

於
常
一

。
仍
授
二

柵
養
蝦
夷
二
人
位
一
階
、
渟
代

郡
大
領
沙
尼
具
那
小
乙
下
、
或
所
、
云
下

授
二

位
二

階
一

使
上
レ

検
二

戸
口
一

。
少
領
宇
婆
左
建
武
、
勇
健
者
二
人
位
一
階
。
別

賜
沙
尼
具
那
等
鮹
旗
二
十
頭
・
鼓
二
面
・
弓
矢
二
具
・
鎧
二
領
一

。
授
二

津
軽
郡
大
領
馬
武
大

乙
上
、
少
領
青
蒜
小
乙
下
、
勇
健
者
二
人
位
一
階
一

。
別
賜
二

馬
武
等
鮹
旗
二
十
頭
・
鼓
二
面
・

弓
矢
二
具
・
鎧
二
領
一

。
授
二

都
岐
沙
羅
柵
造　
闕
レ

名　

位
二
階
、
判
官
位
一
階
一

。
授
二

渟
足
柵

造
大
伴
君
稲
積
小
乙
下
一

。
又
詔
二

渟
代
郡
大
領
沙
奈
具
那
一

、
検
二

覆
蝦
夷
戸
口
与
虜
戸
口
一

。

　

大
乙
上
は
大
化
五
年
に
制
定
さ
れ
た
十
九
階
の
冠
位
の
う
ち
十
五
番
目
、
小
乙
下
は
十
八

番
目
の
も
の
で
あ
る
。津
軽
蝦
夷
が
渟
代
蝦
夷
よ
り
も
高
い
冠
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。ま
た
、

渟
代
郡
の
大
領
沙
奈
具
那
に
人
口
調
査
を
命
じ
て
い
る
。
王
権
と
の
政
治
関
係
を
絡
め
て
み

て
み
る
と
、
津
軽
・
渟
代
と
秋
田
の
間
に
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
渟
代
地
域
の
蝦

夷
集
団
の
な
か
に
は
津
軽
に
近
い
者
と
秋
田
に
近
い
者
が
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

る
。
な
お
、
渟
足
柵
造
も
論
功
行
賞
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
が
、
大
化
三
年
に
設
置
さ
れ
た

渟
足
柵
が
北
方
経
営
に
お
い
て
需
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

斉
明
天
皇
四
年
の
北
征
の
結
果
、
秋
田
地
域
の
蝦
夷
が
服
属
し
、
能
代
地
域
の
蝦
夷
と
一

括
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
五
年
三
月
是
月
条

遣
二

阿
倍
臣
一

、
闕
レ

名　

率
二

船
師
一
百
八
十
艘
一

討
二

蝦
夷
国
一

。
阿
倍
臣
簡
二

集
飽
田
・
渟
代
二
郡

蝦
夷
二
百
四
十
一
人
、
其
虜
三
十
一
人
、
津
軽
郡
蝦
夷
一
百
十
二
人
、
其
虜
四
人
、
胆
振
鉏

蝦
夷
二
十
人
於
一
所
一

、而
大
饗
賜
レ

禄
。
胆
振
鉏
、
此
云

二

伊
浮
梨
娑
陛
一

。
即
以
三

船
一
隻
与
二

五
色
綵
帛
一

、
祭
二

彼
地
神
一

。（
下
略
）

　

こ
の
二
度
目
の
遠
征
時
に
は
、
飽
田
・
渟
代
二
郡
の
蝦
夷
と
そ
の
捕
虜
、
津
軽
郡
の
蝦
夷

と
そ
の
捕
虜
を
饗
し
た
と
あ
る
よ
う
に
、
秋
田
以
北
の
蝦
夷
集
団
は
、
秋
田
・
能
代
と
津
軽

に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
虜
は
蝦
夷
集
団
間
の
争
い
の
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

地
元
の
神
を
祭
る
と
き
に
船
一
隻
も
供
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
蝦
夷
集
団
の
拠
点
は
港
湾
を

と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
五
年
七
月
戊
寅
条
に
引
用
さ
れ
る
伊
吉
連
博
徳
の
書
に
、
当
時
の

政
府
が
北
日
本
の
住
民
を
ど
の
よ
う
に
掌
握
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
蝦

夷
は
都
か
ら
遠
い
順
に
都
加
留
・
麁
蝦
夷
・
熟
蝦
夷
の
三
種
に
分
け
ら
て
い
た
。
た
だ
し
、

遠
い
と
い
っ
て
も
距
離
の
長
さ
だ
け
で
は
な
く
、
定
期
的
に
朝
貢
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い

う
よ
う
な
政
治
関
係
も
重
視
さ
れ
た
。

  
斉
明
天
皇
六
年
（
六
六
〇
）
三
月
に
三
度
目
の
遠
征
が
行
わ
れ
た
。『
日
本
書
紀
』
斉
明
天

皇
六
年
三
月
条
に
詳
し
い
記
載
が
あ
る
。
こ
の
と
き
比
羅
夫
は
北
海
道
に
向
か
い
、
粛
慎
と

の
間
に
武
力
行
使
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
兵
力
と
し
て
、
比
羅
夫
直
属
軍
や
能
登
地
方
の
豪
族

の
ほ
か
、
陸
奥
の
蝦
夷
を
船
に
乗
せ
て
い
る
。
陸
奥
の
蝦
夷
が
比
羅
夫
の
船
が
停
泊
し
て
い

る
日
本
海
沿
岸
地
域
ま
で
移
動
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
の
戦
闘
は
遠
征
当
初

か
ら
予
定
し
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
服
属
の
儀
式
＝
沈
黙
交
易
に
失
敗
し
た
ゆ
え
に
起
き

た
も
の
で
あ
る
。異
な
る
言
語
を
も
つ
集
団
と
交
易
す
る
方
法
を
当
時
の
政
府
も
粛
慎
も
知
っ

（２）
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て
い
た
の
で
あ
る
。

　

斉
明
天
皇
六
年
五
月
に
は
石
上
の
池
の
ほ
と
り
に
作
ら
れ
た
須
弥
山
の
下
で
粛
慎
四
十
七

人
の
饗
宴
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
比
羅
夫
遠
征
の
成
果
で
あ
り
、
拠
点
掌
握
と
い
う
形
の
支

配
が
北
海
道
地
域
ま
で
拡
大
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
粛
慎
の
朝
貢
は
持
統

天
皇
十
年
（
六
九
六
）
に
も
み
ら
れ
る
（
３
）。

二　
「
賊
地
」
野
代
湊
と
北
方
外
交

　

七
世
紀
に
王
権
と
一
定
の
政
治
関
係
が
築
か
れ
た
能
代
地
域
が
、
次
に
歴
史
書
に
見
え
る

の
は
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
の
こ
と
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
に
は
「
賊
地
」
と
記
さ
れ
る
。

『
続
日
本
紀
』
宝
亀
二
年
六
月
壬
午
条

渤
海
国
使
青
綬
大
夫
壱
万
福
等
三
百
廿
五
人
、
駕
船
十
七
隻
、
着
二

出
羽
国
賊
地
野
代
湊
一

。

於
二

常
陸
国
一

、
安
置
供
給
。

　

能
代
の
地
名
が
『
日
本
書
紀
』
に
登
場
し
て
か
ら
一
世
紀
余
り
も
の
歳
月
が
経
っ
て
い
る
。

こ
の
間
に
起
き
た
列
島
北
部
日
本
海
沿
岸
地
域
と
王
権
と
の
関
係
の
変
化
に
つ
い
て
み
て
ゆ

き
た
い
。

　

秋
田
の
地
名
も
文
献
史
料
で
は
六
五
九
年
以
降
は
天
平
五
年
（
七
三
三
）
ま
で
見
え
な
い
。

秋
田
の
史
料
空
白
の
理
由
と
し
て
、
律
令
国
家
の
北
方
経
営
が
点
を
結
ぶ
方
式
か
ら
面
的
拡

大
を
図
る
方
式
に
転
換
し
た
こ
と
が
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、

北
方
情
勢
は
国
内
政
治
事
情
と
は
無
関
係
に
変
動
し
て
い
た
。
実
は
、
秋
田
を
含
む
列
島
北

部
日
本
海
沿
岸
は
政
府
に
と
っ
て
目
を
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
地
域
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

宝
亀
二
年
の
能
代
地
域
で
の
出
来
事
は
、
北
方
外
交
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
秋
田
や
能

代
な
ど
の
地
名
は
見
え
な
い
が
、
こ
の
空
白
期
間
に
、
北
方
外
交
に
関
し
て
は
注
目
す
べ
き

史
料
が
あ
る
。

『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
正
月
丙
子
条

遣
二

渡
嶋
津
輕
津
司
従
七
位
上
諸
君
鞍
男
等
六
人
於
靺
鞨
国
一

、
観
二

其
風
俗
一

。

　

養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
渡
嶋
津
軽
津
司
と
い
う
役
所
が
あ
り
、
そ
の
役
人
で
あ
る
諸
君

鞍
男
ら
を
靺
鞨
国
に
遣
わ
し
て
、
風
俗
を
視
察
さ
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
従
七
位
上
と
い

う
位
階
は
上
国
の
掾
に
相
当
す
る
。
他
に
史
料
が
な
い
こ
と
か
ら
、
津
司
の
機
構
は
詳
ら
か

で
は
な
く
、
ま
た
、
こ
の
役
所
が
置
か
れ
た
地
点
も
特
定
で
き
な
い
が
、
当
時
の
出
羽
国
府

が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
山
形
県
庄
内
地
方
よ
り
も
北
方
の
沿
岸
地
域
で
、
港
の
機
能
を
持

つ
場
所
と
い
う
こ
と
か
ら
、
秋
田
、
能
代
も
有
力
な
比
定
地
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
ろ
の

秋
田
は
国
郡
制
の
枠
組
み
に
は
入
っ
て
い
な
い
が
、
出
羽
国
の
支
配
が
北
方
に
及
ん
で
い
た

こ
と
は
『
扶
桑
略
記
』
養
老
二
年
八
月
乙
亥
条
に
、「
出
羽
と
渡
嶋
の
蝦
夷
八
十
七
人
が
来
て
、

馬
千
疋
を
貢
い
だ
。
そ
こ
で
彼
ら
に
位
と
禄
を
授
け
た
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で

あ
る
。
千
疋
と
い
う
馬
の
数
が
多
す
ぎ
る
の
で
誤
写
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問

も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
出
羽
が
馬
の
貢
納
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

秋
田
も
能
代
も
地
名
の
記
載
は
な
い
が
、
渡
嶋
と
平
城
京
を
結
ぶ
路
線
上
に
位
置
し
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
「
あ
き
た
」の
地
名
が「
秋
田
」と
表
記
さ
れ
る
の
は
天
平
五
年（
七
三
三
）の
こ
と
で
あ
る
。

『
続
日
本
紀
』
天
平
五
年
十
二
月
己
未
条

出
羽
柵
遷
二

置
於
秋
田
村
高
清
水
岡
一

。
又
於
二

雄
勝
村
一

建
レ

郡
居
レ

民
焉
。

　

秋
田
に
出
羽
柵
を
移
転
し
た
こ
と
、
雄
勝
に
政
治
的
介
入
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
律
令
国
家
が
現
在
の
秋
田
県
中
央
部
か
ら
南
部
に
か
け
て
の
支
配
を
本
格
的
に

行
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
秋
田
は
そ
れ
ま
で
出
羽
柵
が
置
か
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
山

形
県
庄
内
地
方
か
ら
点
で
結
ば
れ
る
位
置
に
あ
り
、
雄
勝
は
当
時
の
出
羽
国
の
郡
の
な
か
で

内
陸
部
で
は
最
上
郡
の
、
沿
岸
部
で
は
飽
海
郡
と
面
を
接
す
る
位
置
に
あ
る
。
雄
勝
郡
の
建

郡
記
事
は
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
九
月
に
も
見
ら
れ
る
が
（
４
）、
岩
波
書
店
新
日
本
古
典

文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
二
で
は
、
天
平
五
年
の
記
事
に
「
こ
の
時
は
支
配
の
拠
点
と
な
る

官
衙
の
設
置
と
民
戸
の
配
置
。
郡
域
は
未
確
定
で
、
北
方
の
平
鹿
郡
地
方
に
ま
で
及
ん
で
い

た
可
能
性
が
あ
る
」
と
脚
注
を
付
け
る
。
お
お
む
ね
妥
当
な
解
釈
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
秋
田
村
、
男
勝
村
と
い
う
「
村
」
表
記
で
あ
る
。
当
時
の
村

は
、
王
権
と
そ
の
地
域
の
間
に
一
定
の
支
配
関
係
は
あ
る
が
国
郡
制
の
行
政
区
に
編
成
さ
れ

て
い
な
い
地
域
を
表
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
秋
田
は
斉
明
天
皇
四
年
の
阿
倍
比
羅
夫
北

征
に
よ
っ
て
政
治
関
係
が
築
か
れ
た
。
男
勝
（
雄
勝
）
は
、
大
野
東
人
の
遠
征
時
、『
続
日
本

紀
』
天
平
九
年
四
月
戊
午
条
に
は
、
男
勝
村
の
俘
長
三
人
が
進
軍
の
中
止
を
願
い
出
た
旨
の

記
載
が
あ
る
。
俘
長
ら
と
出
羽
国
守
は
交
渉
可
能
な
関
係
を
す
で
に
築
い
て
い
た
こ
と
が
推

測
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
何
時
、
男
勝
地
域
の
住
民
と
政
治
関
係
を
結
ん
だ
の
か
と
い
う
こ

と
が
問
題
に
な
る
が
、
直
接
的
史
料
は
な
い
。
た
だ
し
、
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
五
月
に
出

（３）
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羽
の
蝦
狄
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
小
野
牛
養
が
鎮
狄
将
軍
に
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
無
関
係

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
（
５
）。
こ
の
時
の
鎮
狄
将
軍
の
派
遣
は
、
同
年
三
月
に
陸
奥
の
太
平
洋

側
の
蝦
夷
が
反
乱
を
起
こ
し
、
国
司
の
大
掾
・
佐
伯
児
屋
麻
呂
を
殺
害
し
た
事
件
に
対
処
す

る
た
め
に
藤
原
宇
合
を
大
将
軍
と
す
る
征
討
軍
の
派
遣
と
同
時
に
行
わ
れ
た
（
６
）。
出
羽
で
反

乱
が
起
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
陸
奥
で
の
反
乱
の
影
響
を
未
然
に
防
ぐ
目
的
が
あ
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

天
平
五
年
に
出
羽
柵
が
秋
田
に
遷
さ
れ
た
と
き
、
国
府
も
同
時
に
移
転
し
た
の
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
文
献
史
料
上
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
秋
田
に
も
国
府
の
機
能
が

あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。ま
た
、秋
田
県
内
陸
南
部
の
雄
勝
に
は
天
平
宝
字
三
年
に
雄
勝
・

平
鹿
の
二
郡
が
設
置
さ
れ
た
。
能
代
地
域
は
こ
の
よ
う
な
律
令
的
行
政
区
画
の
枠
外
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
賊
地
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
宝
亀
二

年
時
点
で
能
代
地
域
が
王
権
と
対
立
す
る
関
係
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ

る
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
賊
地
と
は
律
令
国
家
地
方
行
政
機
構
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い

地
域
を
意
味
す
る
語
で
、
賊
＝
叛
逆
者
の
居
住
す
る
地
域
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
七
世
紀
の
阿
倍
比
羅
夫
北
征
時
点
の
政
治
的
関
係
か
ら
後
退
し
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
評
価
も
で
き
な
く
は
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
間
の
北
方
経

営
の
あ
り
方
の
変
化
の
方
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
辺
境
地
域
に
お
け
る
律
令
的
な
支
配
拡

大
は
、
海
路
を
用
い
て
拠
点
を
結
ぶ
方
法
で
は
な
く
、
城
柵
経
営
を
と
も
な
い
な
が
ら
面
的

に
北
上
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
秋
田
郡
以
北
に
は
九
世
紀
に
な
っ

て
も
郡
制
は
し
か
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
地
域
に
国
司
の
支
配
権
が
及
ば
な

か
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、そ
う
で
は
な
い
。
天
平
九
年
の
大
野
東
人
の
遠
征
時
に
、出
羽
国
守
・

田
辺
難
波
は
兵
士
と
し
て
狄
を
集
め
た
だ
け
で
は
な
く
、
雄
勝
村
の
俘
長
ら
の
降
伏
の
意
思

を
確
認
し
そ
の
旨
を
大
野
東
人
に
報
告
す
る
な
ど
、
郡
の
範
囲
を
超
え
た
地
域
で
国
司
と
し

て
の
支
配
を
行
っ
て
い
る
。

　

宝
亀
二
年
に
野
代
湊
に
着
い
た
渤
海
使
は
常
陸
国
に
安
置
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
到
着
後
、

出
羽
国
司
が
中
央
政
府
に
事
の
次
第
を
報
告
し
、
中
央
か
ら
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
常
陸
国

に
移
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
三
二
五
人
の
な
か
か
ら
、
大
使
、
副
使
ら
四
十
人

を
選
ん
で
十
二
月
に
入
京
さ
せ
た
。
出
羽
国
司
が
野
代
湊
を
掌
握
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
渤

海
使
到
着
後
の
処
理
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
賊
地
で
は
あ
る
が
十
七
隻
の
船
の
停
泊

が
可
能
で
あ
り
、
野
代
は
湊
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
賊
地
の
集
団
の
首
長
と
国
司
ら
の
官
人
が
連
携
プ
レ
ー
を
し
て
い
た
可

能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　

出
羽
国
司
が
渡
嶋
蝦
狄
の
饗
応
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
、
宝
亀
十
一
年

（
七
八
〇
）
五
月
に
下
さ
れ
た
勅
の
内
容
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
年
五
月
甲
戌
条

（
上
略
）勅
二

出
羽
国
一

曰
。渡
嶋
蝦
狄
、早
効
二

丹
心
一

、来
朝
貢
献
為
レ

日
稍
久
。方
今
帰
俘
作
レ

逆
、

侵
二

擾
辺
民
一

。
宜
二

将
軍
、
国
司
賜
饗
之
日
、
存
レ

意
慰
喩
一

焉
。

　

政
府
は
、
渡
嶋
の
蝦
狄
は
早
く
か
ら
丹
心
を
あ
ら
わ
し
て
来
朝
し
、
方
物
を
貢
進
す
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
長
い
年
月
が
経
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
示
し
た
上
で
、
鎮
狄
将
軍
や
出

羽
国
司
に
饗
応
の
際
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
命
じ
て
い
る
。
七
世
紀
半
ば
か
ら
政
治
関
係
を

結
び
続
け
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
渡
嶋
と
出
羽
国
府
の
間
に
位
置
す
る
能

代
が
港
湾
と
し
て
何
ら
か
の
機
能
を
果
た
し
た
可
能
性
は
高
い
。

　

靺
鞨
族
の
建
て
た
国
、
渤
海
か
ら
の
正
式
の
外
交
使
節
の
来
日
は
神
亀
四
年
（
七
二
七
）

の
こ
と
で
あ
る
。
出
羽
国
の
蝦
夷
の
境
に
到
着
し
た
と
こ
ろ
、
二
十
四
人
の
う
ち
高
官
ら

十
六
人
が
殺
害
さ
れ
、
死
を
免
れ
た
八
人
の
み
入
京
し
た
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
。
渤
海

使
が
来
着
し
た
地
名
は
記
録
さ
れ
な
い
が
、「
蝦
夷
の
境
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
郡
制
が
し
か

れ
て
い
る
飽
海
郡
以
北
の
地
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
蝦
夷
の
境
が
ど
こ
で
あ
る
の
か

と
い
え
ば
、
公
民
支
配
が
行
わ
れ
て
い
る
地
域
ず
な
わ
ち
郡
制
施
行
地
域
の
北
境
界
線
以
北

と
考
え
ら
れ
る
（
７
）。

　

律
令
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
外
国
人
が
帰
化
を
求
め
て
き
た
と
き
に
は
、
来
着
地
の
国
郡
司

は
衣
服
と
食
粮
を
与
え
、
中
央
に
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
８
）。
正
式
の
外
交
使
節
が

来
日
し
た
場
合
に
は
中
央
か
ら
存
問
使
を
派
遣
し
、
来
日
の
事
情
を
調
査
す
る
の
が
通
例
で

あ
る
。
現
地
で
対
応
す
る
た
め
に
は
国
府
か
そ
れ
に
準
ず
る
施
設
が
必
要
で
あ
る
。
天
平
五

年
に
出
羽
柵
が
秋
田
村
高
清
水
岡
に
遷
置
さ
れ
た
の
は
、
律
令
国
家
の
東
北
辺
境
支
配
の
北

進
・
拡
大
だ
け
で
は
な
く
、
秋
田
に
国
府
官
人
を
常
駐
さ
せ
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
も
関
係

し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
天
平
五
年
に
秋
田
に
拠
点
を
構
え
た
後
、
天
平
九
年
に
陸

奥
国
府
か
ら
出
羽
柵
ま
で
の
道
路
を
確
保
す
る
た
め
の
大
規
模
な
軍
事
行
動
を
計
画
し
て
い

る
こ
と
、
多
賀
城
か
ら
秋
田
ま
で
の
内
陸
地
域
の
城
柵
お
よ
び
郡
と
駅
の
設
置
は
天
平
宝
字

年
間
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
拠
点
と
し
て
掌
握
し
た
秋
田
を
、
律

令
的
地
方
行
政
機
構
の
な
か
に
組
み
込
む
こ
と
が
急
務
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

蝦
夷
政
策
だ
け
で
あ
れ
ば
、
城
柵
の
設
置
と
建
郡
に
よ
る
面
的
拡
大
を
図
り
な
が
ら
北
進
す

（４）
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れ
ば
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
秋
田
城
跡
か
ら
は
、
渤
海
使
が
来
日
し
た
可
能
性
を
裏
付
け
る
遺

物
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
、
秋
田
に
設
置
さ
れ
た
城
柵
官
衙
に
外
交
使
節

に
対
応
す
る
役
割
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
も
の
で
あ
る
。

　

渤
海
使
の
来
着
地
と
し
て
不
可
欠
の
条
件
と
し
て
、
船
が
停
泊
す
る
た
め
の
港
湾
機
能
が

あ
げ
ら
れ
る
。
雄
物
川
の
河
口
が
そ
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
し
て
い
た
こ
と
は
推
察
に
難
く

な
い
が
、
宝
亀
二
年
に
、
三
二
五
人
も
の
人
を
乗
せ
た
渤
海
船
が
野
代
湊
に
到
着
し
た
こ
と

に
関
連
し
て
、
次
の
史
料
に
注
目
し
た
い
。

『
続
日
本
紀
』
天
平
十
八
年
是
年
条

渤
海
人
及
鉄
利
惣
一
千
一
百
余
人
、
慕
レ

化
来
朝
。
安
二

置
出
羽
国
一

、
給
二

衣
粮
一

放
還
。

　

天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
に
、
千
百
人
余
も
の
渤
海
と
鉄
利
の
人
び
と
が
帰
化
を
求
め
て

来
朝
し
た
の
に
対
し
、
政
府
は
帰
化
は
認
め
ず
、
彼
ら
を
出
羽
国
に
安
置
し
、
衣
服
と
食
粮

を
与
え
て
放
し
還
す
よ
う
命
じ
た
。
大
陸
か
ら
や
っ
て
来
て
出
羽
に
来
着
し
た
人
び
と
の
中

に
は
、
外
交
文
書
を
携
え
た
使
人
だ
け
で
は
な
く
、
民
間
人
も
い
た
の
で
あ
る
。
船
が
到
着

し
た
港
が
ど
こ
で
あ
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
出
羽
国
に
安
置
し
た
こ
と
か
ら
、
出
羽
国

沿
岸
部
で
港
湾
機
能
を
も
っ
た
地
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
帰
化
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

と
し
て
も
大
陸
に
戻
る
船
の
用
意
は
な
い
と
す
れ
ば
、
郡
制
が
し
か
れ
て
い
な
い
地
域
に
逃

げ
込
ん
だ
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

　

宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
に
も
渤
海
・
鉄
利
の
人
三
五
九
人
が
化
を
慕
っ
て
入
朝
し
、
出
羽

国
に
滞
在
し
て
い
た
。『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
年
九
月
庚
辰
条
に
は
、「
渤
海
と
鉄
利
の
人

三
百
五
十
九
人
が
化
を
慕
っ
て
入
朝
し
、
出
羽
国
に
居
る
の
で
、
通
例
に
し
た
が
っ
て
供
給

し
な
さ
い
。
た
だ
し
、
来
日
し
た
使
は
身
分
が
低
い
の
で
、
賓
客
と
す
る
に
は
当
た
ら
な
い
。

今
、
使
を
遣
し
て
饗
応
し
、
そ
こ
か
ら
放
し
還
ら
せ
な
さ
い
。
も
し
、
乗
っ
て
き
た
船
が
破

損
し
て
い
た
な
ら
ば
、
修
造
し
な
さ
い
。
蕃
に
帰
る
日
を
留
滞
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い

う
勅
が
載
せ
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
は
、
政
府
は
、
賓
客
と
し
て
迎
え
る
に
は
及
ば
な
い
と
し

な
が
ら
も
、
現
地
で
も
て
な
し
、
帰
国
の
た
め
の
船
の
修
理
の
面
倒
を
見
る
よ
う
に
命
じ
て

い
る
。
ま
た
、延
暦
五
年
（
七
八
六
）
九
月
に
は
渤
海
使
六
五
人
が
出
羽
国
の
管
内
に
漂
着
し
、

蝦
夷
の
た
め
に
十
二
人
が
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
き
た
（
９
）。
こ
の
使
節
帰
国
に
際
し

て
は
越
後
国
に
船
な
ど
の
用
意
を
命
じ
た
（
10
）。

　

出
羽
国
が
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
渤
海
使
な
ど
大
陸
方
面
だ
け
で
は
な

か
っ
た
。
列
島
北
部
・
北
海
道
地
域
へ
の
警
戒
も
必
要
で
あ
っ
た
。

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
七
年
十
一
月
十
六
日
乙
未
条

出
羽
國
言
、
渡
嶋
荒
狄
反
叛
。
水
軍
八
十
艘
。
殺
二

略
秋
田
飽
海
兩
郡
百
姓
廿
一
人
一

。
勅
二

牧

宰
一

討
平
之
。

　

こ
の
と
き
渡
嶋
の
狄
の
襲
撃
さ
れ
た
の
は
秋
田
郡
と
飽
海
郡
と
あ
る
が
、
秋
田
郡
は
秋
田

城
、
飽
海
郡
は
出
羽
国
府
の
施
設
が
あ
り
、
蝦
夷
に
よ
る
公
民
殺
害
は
、
こ
れ
ら
の
拠
点
を

狙
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
八
十
艘
の
水
軍
と
い
う
数
値
が
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
反

乱
に
加
わ
っ
た
蝦
夷
は
数
百
人
以
上
と
推
定
さ
れ
る
。
出
羽
国
司
に
征
討
を
命
ず
る
勅
が
出

さ
れ
た
が
、
水
軍
に
よ
る
攻
撃
で
あ
る
か
ら
、
出
羽
国
司
は
海
上
防
衛
も
重
要
な
任
務
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
反
乱
の
原
因
は
特
定
で
き
な
い
が
、
九
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
頻
発
す
る
災
害
と
ま
っ

た
く
関
係
が
な
い
と
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
正
月
三
日
の
大
地
震

で
は
秋
田
城
の
建
物
が
倒
壊
す
る
ほ
ど
の
被
害
が
あ
っ
た
が
、
出
羽
国
か
ら
早
馬
に
よ
る
報

告
の
な
か
に
、
非
常
事
態
を
想
定
し
た
援
兵
の
動
員
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
る
（
11
）。「
辺
要
の

固
は
、
城
を
以
っ
て
本
と
な
す
。
今
已
に
頽
落
、
何
ぞ
非
常
を
支
え
ん
」
と
あ
る
よ
う
に
、

城
柵
の
機
能
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
辺
境
の
防
備
、
す
な
わ
ち
蝦
夷
の
反
乱
な
ど
を
想
定
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
自
然
災
害
の
原
因
を
科
学
的
に
立
証
で
き
な
か
っ
た
当
時
、
災
害
は
天

の
咎
め
の
し
る
し
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
そ
れ
だ
け
に
不
安
な
気
持
ち
を
抱

く
こ
と
も
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
情
報
は
人
か
ら
人
へ
伝
え
ら
れ
る
時
代
で
あ
っ
た

か
ら
、不
安
や
不
満
が
民
衆
の
間
に
広
ま
る
と
、増
幅
さ
れ
る
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
十
月
に
も
出
羽
国
で
山
や
谷
の
場
所
が
変
わ
る
ほ
ど
の
大
地
震
が

あ
っ
た
（
12
）。
翌
嘉
祥
四
年
に
は
、
出
羽
国
の
職
員
と
し
て
陰
陽
師1

人
を
増
員
し
て
い
る
。

国
内
に
怪
し
い
事
が
あ
っ
て
も
吉
凶
を
占
い
人
が
い
な
い
と
い
う
の
が
、
そ
の
理
由
で
あ

る
（
13
）。
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
の
陸
奥
の
大
地
震
と
津
波
は
（
14
）、
直
接
的
被
害
は
太
平

洋
側
に
限
ら
れ
た
と
し
て
も
、
蝦
夷
社
会
に
情
報
が
通
じ
て
い
た
可
能
性
は
あ
っ
た
。
弘
仁

元
年
（
八
一
〇
）
に
渡
嶋
の
狄
二
〇
〇
余
人
が
陸
奥
国
気
仙
郡
に
来
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

渡
嶋
の
狄
の
行
動
範
囲
が
三
陸
海
岸
地
域
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

北
辺
に
お
け
る
不
穏
な
情
勢
は
公
民
対
蝦
夷
と
い
う
構
図
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
元
慶
の

乱
後
、
寛
平
五
年
（
八
九
三
）
に
、
渡
嶋
の
狄
と
奥
地
の
俘
囚
が
戦
闘
を
起
こ
そ
う
と
し
て

い
る
と
い
う
奏
状
が
出
羽
国
か
ら
あ
り
、
出
羽
国
司
に
城
塞
を
警
固
さ
せ
軍
士
を
選
抜
し
訓

練
さ
せ
る
よ
う
命
じ
て
い
る
（
15
）。
渡
嶋
と
秋
田
の
間
に
位
置
す
る
能
代
地
域
が
こ
の
よ
う

（５）
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な
事
件
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

　

さ
て
、
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
に
勃
発
し
た
元
慶
の
乱
関
係
資
料
か
ら
、
能
代
地
域
に
「
野

代
営
」
と
い
う
国
家
の
公
的
機
関
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
名
称
は
『
日

本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
四
月
二
十
八
日
癸
巳
条
に
載
せ
ら
れ
る
出
羽
国
守
・
藤
原
興
世
か

ら
の
報
告
に
見
え
る
。

　
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
三
月
二
十
九
日
乙
丑
条
に
、
出
羽
国
守
か
ら
三
月
十
七
日
付

け
で
、
夷
俘
が
反
乱
を
起
こ
し
三
月
十
五
日
に
秋
田
城
と
周
辺
の
建
物
・
民
家
を
襲
撃
、
焼

き
討
ち
し
た
と
い
う
報
告
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
元
慶
の
乱
に
関
す
る
最

初
の
報
告
で
あ
る
。
政
府
は
た
だ
ち
に
対
処
方
法
に
関
す
る
指
示
を
出
す
が
、
反
乱
は
激
し

さ
を
増
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
出
羽
国
守
・
藤
原
興
世
は
、「
反
乱
軍
の
勢
い
が
強
く
、
政
府

軍
は
討
平
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
六
百
人
の
兵
を
派
遣
し
て
要
害
・
野
代
の
営
を
守
ろ
う

と
し
た
が
、
焼
山
に
至
っ
た
こ
ろ
に
賊
の
兵
千
余
人
が
政
府
軍
の
後
か
ら
攻
め
て
き
て
政
府

軍
の
兵
士
五
百
人
を
殺
害
し
、
逃
れ
た
者
は
五
十
人
で
あ
っ
た
。
秋
田
城
下
の
村
々
や
家
屋

も
多
く
焼
か
れ
た
」
と
い
う
状
況
を
早
馬
で
報
告
し
た
（
16
）。

　

野
代
営
の
位
置
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
能
代
市
田
床
内
大
館
遺
跡
に
比
定
す

る
説
が
有
力
で
あ
る
。
常
時
に
出
羽
国
に
備
え
ら
れ
た
軍
制
と
し
て
は
、
秋
田
城
・
雄
勝
城

に
配
置
す
る
鎮
兵
六
百
五
十
人
と
、
国
府
に
上
番
す
る
兵
士
千
人
で
あ
る
（
17
）。
こ
の
数
値
と
、

野
代
営
の
守
備
に
六
百
人
を
派
遣
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
野
代
営
が
出
羽
国
の
次
官
・
介

が
常
駐
す
る
秋
田
城
の
出
先
機
関
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

　

国
司
が
常
駐
す
る
施
設
す
な
わ
ち
行
政
・
軍
事
の
拠
点
と
し
て
は
秋
田
城
が
最
北
の
も
の

と
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、「
賊
地
」
と
表
記
さ
れ
る
能
代
・
山
本
地
域
も
国
家
に
と
っ
て
掌
握

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
域
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三　

北
方
交
易
と
出
羽
国

　

賊
と
は
服
属
し
て
い
な
い
人
び
と
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。『
続
日
本
紀
』
宝
亀
七

年
五
月
戊
子
条
「
出
羽
国
志
波
村
賊
叛
逆
」、
宝
亀
八
年
十
二
月
辛
卯
条
「
志
波
村
賊
」、
宝

亀
八
年
十
二
月
癸
卯
条
「
出
羽
国
蝦
賊
叛
逆
」
な
ど
、
い
く
つ
も
の
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
、
政
府
は
賊
地
の
人
び
と
と
常
に
対
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
共
生
す

る
場
合
も
多
か
っ
た
。
律
令
国
家
は
国
郡
制
の
外
側
に
位
置
す
る
地
域
、
す
な
わ
ち
公
民
支

配
が
で
き
な
い
地
域
と
も
政
治
関
係
を
持
ち
続
け
て
い
た
。
そ
れ
は
公
民
制
支
配
と
異
な
り
、

安
定
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
両
者
は
か
ら
な
ず
し
も
敵
対
す
る
状
況
に
あ
っ
た

の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
七
世
紀
の
拠
点
的
支
配
に
よ
る
政
治
的
関
係
に
類
似
す
る
形
態
が

想
定
さ
れ
る
。
辺
境
の
国
支
配
は
郡
の
設
置
範
囲
の
外
に
ま
で
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

国
郡
制
が
し
か
れ
た
境
界
よ
り
も
北
に
住
む
人
び
と
の
間
で
往
来
が
あ
り
、
交
易
を
と
も

な
う
交
流
が
あ
っ
た
。
延
暦
二
十
一
年
（
八
〇
二
）
六
月
に
出
羽
国
内
で
渡
嶋
の
狄
と
私
的

に
交
易
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
命
令
が
出
さ
れ
た
。
延
暦
二
十
一
年
六
月
二
十
四
日
太
政
官
符

に
は
「
渡
嶋
の
蝦
夷
た
ち
が
朝
貢
す
る
際
に
献
す
る
特
産
物
は
雑
皮
で
あ
る
が
、
都
の
王
臣

た
ち
が
上
質
の
も
の
を
競
っ
て
買
う
た
め
、
品
質
の
悪
い
も
の
を
政
府
に
納
め
よ
う
と
す
る
。

以
前
に
も
禁
止
し
た
。
し
か
し
、
出
羽
国
司
は
命
令
に
従
わ
ず
、
目
こ
ぼ
し
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
、
以
後
、
厳
禁
す
る
。
も
し
違
反
し
た

な
ら
ば
重
罪
に
処
す
る
。
こ
れ
は
天
皇
の
命
令
で
あ
る
か
ら
再
び
違
反
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
あ
る
（
18
）。

　

延
喜
民
部
式
交
易
雑
物
条
に
よ
れ
ば
、
出
羽
国
か
ら
納
入
さ
れ
る
品
目
と
し
て
熊
皮
・
葦

鹿
皮
・
独
扞
皮
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
雑
皮
が
こ
れ
に
当
た
る
が
、

い
ず
れ
も
北
海
道
以
北
の
地
域
住
民
と
の
交
易
に
よ
っ
て
入
手
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
禁
令
が
出
さ
れ
た
の
は
九
世
紀
初
頭
の
こ
と
で
あ
る
が
、
以
前
か
ら
禁
止
し
て
い
た
こ

と
が
明
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
八
世
紀
に
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。『
延

喜
式
』
で
は
、
熊
皮
に
つ
い
て
は
二
十
張
と
い
う
数
値
が
規
定
さ
れ
る
が
、
葦
鹿
皮
・
独
扞

皮
は
「
数
随
得
」（
数
量
は
入
手
し
た
も
の
で
よ
い
）
と
あ
る
。
蝦
夷
と
の
交
易
品
で
あ
る
こ

れ
ら
の
毛
皮
の
貢
進
に
お
い
て
、
国
司
が
不
正
を
働
き
私
腹
を
肥
や
そ
う
と
思
え
ば
で
き
る

抜
け
道
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
国
司
は
王
権
に
対
し
て
忠
実
な
官
人
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
た
し
、

政
府
も
国
司
の
不
正
に
関
し
て
は
厳
し
く
目
を
光
ら
せ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
延
暦
六
年

（
七
八
七
）
に
も
、
太
政
官
か
ら
陸
奥
按
察
使
に
対
し
て
、
そ
の
管
轄
内
で
王
臣
・
国
司
や
民

衆
ら
が
蝦
夷
と
交
易
す
る
こ
と
を
厳
禁
す
る
旨
の
命
令
が
下
さ
れ
、
違
反
者
が
王
臣
・
国
司

で
あ
れ
ば
売
買
し
た
物
を
没
収
、
民
衆
で
あ
れ
ば
故
按
察
使
・
大
野
東
人
が
定
め
た
法
に
よ
っ

て
処
罰
す
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
（
19
）。
陸
奥
・
出
羽
の
両
地
域
と
も
北
海
道
な
ど
、
よ
り

北
方
の
地
域
と
交
流
が
あ
っ
た
が
、
日
本
海
側
の
出
羽
の
場
合
、
北
日
本
か
ら
京
に
運
ば
れ

る
モ
ノ
を
め
ぐ
っ
て
国
司
の
不
正
が
絡
む
ほ
ど
の
事
態
が
半
世
紀
以
上
に
も
わ
た
っ
て
起
き

て
い
た
の
で
あ
る
。

　

北
方
の
物
産
は
京
の
王
臣
に
と
っ
て
必
要
物
資
で
あ
っ
た
。『
日
本
後
紀
』
弘
仁
元
年
九
月

乙
丑
条
に
は
公
卿
が
「
去
る
大
同
二
年
八
月
十
九
日
の
弾
正
台
に
下
さ
れ
た
法
例
に
、
雑
石

を
使
っ
た
腰
帯
や
飾
大
刀
、
お
よ
び
素
木
の
鞍
橋
、
独
射
犴
・
葦
鹿
�
羆
な
ど
の
革
は
す
べ

（６）
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て
禁
止
す
る
と
あ
る
が
、
私
ど
も
が
調
査
、
検
討
た
と
こ
ろ
、
雑
石
は
た
や
す
く
入
手
し
造

売
す
る
人
が
多
い
ほ
か
、
そ
れ
を
着
用
し
て
壊
れ
る
こ
と
は
な
い
。
銅
製
の
具
は
、
漆
を
塗

る
が
、
剥
落
し
や
す
い
。
製
作
す
る
の
に
難
易
は
あ
る
が
、
価
格
は
同
じ
だ
。
こ
れ
が
（
大

同
二
年
の
法
例
の
）
第
一
の
弊
害
で
あ
る
。
毛
皮
の
類
の
利
用
を
許
さ
な
い
と
、
鞍
の
具
に

は
（
牛
馬
の
）
皺
の
あ
る
革
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
悪
者
が
ひ
そ
か
に
牛
馬
を
殺
す
よ

う
に
な
る
。
こ
れ
が
（
大
同
二
年
の
法
例
の
）
第
二
の
弊
害
で
あ
る
。
ま
た
、
節
会
や
蕃
客

の
来
朝
の
際
に
は
必
ず
飾
刀
を
佩
用
す
る
の
で
、
飾
刀
を
禁
止
さ
れ
る
と
国
威
を
損
な
う
恐

れ
が
あ
る
。
伏
し
て
雑
石
お
よ
び
毛
皮
等
の
使
用
を
許
可
し
て
く
だ
る
よ
う
、
お
願
い
し
た

い
。
飾
刀
は
節
会
と
蕃
客
来
朝
以
外
は
禁
制
と
し
、
鞍
橋
者
は
桑
や
棗
以
外
の
木
材
を
用
い
、

素
木
か
漆
を
塗
る
か
は
自
由
に
し
、
民
の
都
合
に
し
た
が
う
こ
と
を
望
む
」
と
奏
上
を
し
て
、

許
可
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
独
射
犴
は
北
方
系
の
犬
、
羆
は
本
州
に
は
棲
息
し
な
い
ク

マ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
北
方
と
の
交
易
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
出
羽
国

司
の
重
要
な
任
務
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
国
司
は
出
羽
国
最
北
の
行
政
の
拠
点
で

あ
る
秋
田
城
よ
り
も
北
の
地
域
を
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

北
方
と
の
交
流
に
お
け
る
交
通
手
段
と
し
て
海
路
が
利
用
さ
れ
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高

い
。
た
と
え
ば
、『
日
本
後
紀
』
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
十
月
甲
午
条
に
載
せ
ら
れ
る
陸
奥
国

司
の
言
上
に
、
渡
嶋
の
狄
二
百
余
人
が
気
仙
郡
に
来
着
し
た
が
、
渡
嶋
は
陸
奥
国
所
管
で
は

な
い
の
で
帰
る
よ
う
言
っ
た
と
こ
ろ
、
寒
い
時
期
で
海
路
は
困
難
な
の
で
来
年
の
春
を
待
っ

て
戻
り
た
い
と
い
う
狄
の
要
請
が
あ
り
、
政
府
も
そ
れ
を
認
め
た
と
記
さ
れ
る
。
渡
嶋
の
狄

は
出
羽
国
の
管
轄
下
に
あ
り
、
交
通
手
段
と
し
て
海
路
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
渡

嶋
（
現
在
の
北
海
道
）
と
出
羽
国
府
あ
る
い
は
秋
田
城
を
海
路
で
結
ぶ
場
合
、
そ
の
中
間
に

位
置
し
、
港
湾
機
能
を
も
つ
野
代
（
能
代
）
が
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
可
能
性
は
十

分
に
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
北
方
に
お
け
る
律
令
国
家
地
方
行
政
区
の
枠
組
み
の
外
側
の
地
域
と
の
交
流

で
は
、
海
路
の
利
用
は
一
般
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
出
羽
よ
り
も
南
に
位
置
す

る
越
後
、
佐
渡
も
深
い
か
か
わ
り
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　

越
後
国
は
養
老
職
員
令
大
国
条
で
陸
奥
・
出
羽
と
と
も
に
辺
境
国
と
し
て
の
役
割
を
課
せ

ら
れ
た
が
、『
延
喜
式
』
民
部
上
で
辺
要
国
と
さ
れ
る
の
は
北
日
本
で
は
陸
奥
・
出
羽
・
佐

渡
だ
け
で
あ
る
。
越
後
が
陸
奥
・
出
羽
と
区
別
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
は
、
延

暦
二
十
一
年
（
八
〇
二
）
十
二
月
太
政
官
符
「
応
依
旧
置
兵
士
事
」
か
ら
推
測
で
き
る
（
20
）。

こ
の
官
符
が
引
く
延
十
一
年
（
七
九
二
）
六
月
七
日
勅
で
は
、
こ
の
と
き
京
畿
内
及
び
七
道

諸
国
の
兵
士
が
廃
止
さ
れ
た
が
、
陸
奥
・
出
羽
・
佐
渡
等
の
国
と
大
宰
府
は
辺
要
の
地
と
し

て
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た
と
あ
る
。
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）
五
月
二
十
五
日
に
諸
国
の
兵
士

が
廃
止
さ
れ
た
と
き
例
外
と
さ
れ
た
の
は
「
三
関
・
陸
奥
・
出
羽
・
越
後
・
長
門
・
大
宰
府

管
内
」
の
諸
国
で
あ
っ
た
か
ら
、
八
世
紀
半
ば
こ
ろ
ま
で
は
陸
奥
・
出
羽
と
共
通
す
る
位
置

づ
け
が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。          

　

和
銅
五
年
（
七
一
二
）
の
出
羽
国
の
設
置
に
よ
っ
て
越
後
国
の
北
境
界
が
画
定
さ
れ
、
行

政
区
画
と
し
て
は
切
り
離
し
た
北
辺
の
防
備
を
出
羽
国
内
の
城
柵
で
処
理
で
き
る
体
制
は

整
っ
た
が
、
越
後
国
に
は
引
き
続
き
海
上
防
衛
基
地
と
し
て
の
役
割
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
養
老
年
間
に
沼
垂
城
と
い
う
城
柵
が
機
能
し
て
い
た
（
21
）。
天
平
五
年
に
出
羽
柵
が
秋

田
に
移
転
、
や
が
て
秋
田
城
と
し
て
整
備
さ
れ
る
と
、
北
方
地
域
の
管
轄
と
い
う
点
で
出
羽

国
の
機
能
は
ま
す
ま
す
充
実
し
た
。
し
か
し
、
越
後
国
が
北
方
地
域
に
対
す
る
支
配
機
構
か

ら
切
り
離
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
具
体
的
に
は
列
島
内
の
蝦
夷
集
団
へ
の
対
応
と
対

外
的
問
題
へ
の
対
応
の
二
点
で
あ
る
。

　

蝦
夷
集
団
に
対
す
る
政
治
的
役
割
に
つ
い
て
は
、
新
潟
市
的
場
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
八
世

紀
後
半
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
の
時
期
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
習
書
木
簡
に
「
狄
食
」
と
い

う
文
字
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
（
22
）。
こ
の
木
簡
か
ら
、
越
後
国
で
蝦
夷
の
饗
給

を
お
こ
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。
ま
た
、
辺
境
国
と
い
う
位
置
づ
け
が
為
さ
れ

な
く
な
っ
て
か
ら
も
、
越
後
国
が
北
方
異
民
族
の
来
航
地
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
続
い
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
元
慶
四
年
（
八
八
〇
）
八
月
十
二
日
太
政
官
符
が
引
く
越
後
国
解
に
「
此

国
東
有
二

夷
狄
之
危
一

。
北
伺
二

海
外
之
賊
一

。
防
レ

敵
之
兵
。
弩
是
為
レ

勝
」
と
あ
る
（
23
）。「
海

外
之
賊
」
は
大
陸
の
地
域
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
渤
海
使
が
本
州
北
部
に
到
着
し
ト

ラ
ブ
ル
に
な
り
、
出
羽
国
そ
し
て
越
後
国
が
対
応
し
た
こ
と
が
記
録
と
し
て
残
さ
れ
る
最
後

の
も
の
は
『
類
聚
国
史
』
延
暦
十
四
年
（
七
九
五
）
十
一
月
丙
申
条
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き

か
ら
一
世
紀
近
く
経
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
越
後
国
は
夷
狄
や
海
外
之
賊
に
対
す
る

備
え
が
必
要
な
地
域
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
「
夷
狄
之
危
」
は
、
秋
田
城
と
秋
田
郡
家
が
焼
き
払
わ
れ
、
政
府
軍
に
不
利
な
戦
況
が
続
い

た
元
慶
の
乱
の
直
後
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
事
件
を
指
し
て
い
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
実
は
、
北
方
情
勢
が
危
惧
さ
れ
る
事
態
は
、
先
に
述
べ
た
貞
觀
十
七
年
の
渡
嶋
蝦
夷

水
軍
に
よ
る
秋
田
郡
・
飽
海
郡
の
襲
撃
事
件
も
大
き
な
意
味
を
も
つ
。

お
わ
り
に

　

現
在
の
秋
田
県
能
代
地
域
は
、
わ
が
国
の
古
代
国
家
が
列
島
を
ひ
と
つ
の
基
準
で
区
分
す

る
よ
う
に
な
っ
た
時
点
、
す
な
わ
ち
律
令
国
家
地
方
行
政
機
構
が
整
え
ら
れ
た
段
階
で
、
そ

（７）
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の
よ
う
な
枠
組
み
の
外
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
賊
地
と
い
う
表
記
は
、
現
地
住
民
に
よ
る
叛

乱
が
起
き
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
は
関
係
な
く
附
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

大
宝
令
制
以
前
に
海
路
に
よ
っ
て
点
と
点
を
結
ぶ
支
配
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
ろ
は
、
列

島
北
部
地
域
へ
の
支
配
拡
大
に
お
い
て
、
ヤ
マ
ト
か
ら
の
距
離
の
遠
近
は
決
定
的
要
因
で
は

な
か
っ
た
。
大
宝
令
制
下
で
、
国
郡
制
に
よ
る
列
島
の
画
一
的
区
分
と
陸
路
で
の
往
来
を
原

則
と
す
る
交
通
体
系
が
確
立
す
る
と
、
支
配
地
域
の
面
的
拡
大
が
図
ら
れ
、
郡
制
に
組
み
込

ま
れ
な
い
地
域
は
賊
地
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

天
平
五
年
の
秋
田
へ
の
出
羽
柵
移
転
も
、
拠
点
的
支
配
の
産
物
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ

の
と
き
は
面
的
支
配
が
完
結
す
る
よ
う
、
大
野
東
人
の
道
路
開
拓
の
軍
事
行
動
が
計
画
さ
れ

た
。し
か
し
、征
夷
に
よ
る
支
配
拡
大
策
が
長
期
に
わ
た
っ
て
安
定
的
に
続
く
わ
け
で
は
な
く
、

北
方
外
交
・
交
易
の
必
要
性
が
高
い
越
後
以
北
で
は
、
海
路
を
利
用
す
る
点
を
結
ぶ
支
配
も

行
わ
れ
る
。

　

面
的
支
配
拡
大
策
す
な
わ
ち
郡
の
設
置
と
そ
れ
に
先
行
す
る
城
柵
造
営
は
、
九
世
紀
初
頭

に
終
了
す
る
が
、
そ
の
後
も
、
律
令
国
家
地
方
行
政
機
構
の
官
人
が
絡
む
北
方
地
域
と
の
交

流
が
展
開
し
て
い
た
。「
夷
狄
之
危
」
と
「
海
外
之
賊
」
の
活
動
の
場
は
列
島
北
部
の
海
上
と

い
う
点
で
共
通
す
る
。
律
令
国
家
の
日
本
海
側
最
北
の
行
政
・
軍
事
の
拠
点
で
あ
る
秋
田
城

に
隣
接
し
、
港
湾
機
能
も
持
つ
能
代
地
域
も
一
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

　

能
代
の
地
域
的
特
質
は
、「
蝦
夷
の
境
」
と
い
う
律
令
国
家
辺
境
地
域
と
し
て
の
性
質
と
、

大
陸
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
地
点
、
北
方
・
渡
嶋
と
の
中
継
地
点
と
い
う
性
質
の
二
面
を
も
つ
。

後
者
は
、
日
本
海
域
の
な
か
の
能
代
と
い
う
位
置
づ
け
を
す
る
と
き
、
明
瞭
に
な
る
。
ま
た
、

日
本
海
域
を
舞
台
に
し
た
と
き
、
も
は
や
辺
境
国
で
は
な
く
な
っ
た
越
後
も
無
関
係
で
は
な

い
。
こ
の
事
実
は
、
能
代
地
域
を
視
野
に
入
れ
た
律
令
国
家
の
北
方
経
営
と
い
う
視
座
で
史

料
を
読
み
直
し
た
と
き
に
浮
か
び
上
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
擱
筆
し
た
い
。

注（
１
） 『
能
代
市
史
』
通
史
編
Ⅰ
原
始
・
古
代
・
中
世
（
１
）
は
、貴
重
な
研
究
成
果
で
あ
る
。『
能

代
市
史
』
通
史
編
Ⅰ
原
始
・
古
代
・
中
世
（
能
代
市
史
編
さ
ん
委
員
会　

二
〇
〇
八
年
）

（
２
） 

郡
の
字
は
評
の
字
の『
日
本
書
紀
』編
者
に
よ
る
書
き
換
え
と
考
え
ら
れ
る
。な
お
、当
時
、

渟
代
評
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
問
題
に
な
る
が
、
大
宝
令
制
下
の
郡
に
連
続
す
る
評
は

な
か
っ
た
と
考
え
る
。

（
３
） 『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
十
年
三
月
甲
寅
条

（
４
）『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年
九
月
己
丑
条

（
５
）『
続
日
本
紀
』
神
亀
元
年
五
月
壬
午
条

（
６
）『
続
日
本
紀
』
神
亀
元
年
三
月
甲
申
条
、
四
月
丙
申
条

（
７
） 

渤
海
使
に
つ
い
て
は
『
続
日
本
紀
』
神
亀
四
年
九
月
庚
寅
条
、
十
二
月
丙
申
条
、
神
亀

五
年
正
月
甲
寅
条
に
関
連
記
事
が
あ
る
。
渤
海
使
は
貂
の
皮
を
献
上
し
て
い
る
。

（
８
）
戸
令
没
落
外
蕃
条

（
９
）『
続
日
本
紀
』
延
暦
五
年
九
月
甲
辰
条

（
10
）『
続
日
本
紀
』
延
暦
六
年
二
月
庚
戌
条

（
11
）『
類
聚
国
史
』
天
長
七
年
正
月
癸
卯
条

（
12
）『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
嘉
祥
三
年
十
月
十
六
日
庚
申
条
、
十
一
月
二
十
三
日
丙
申
条

（
13
）
嘉
祥
四
年
二
月
二
十
一
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
）

（
14
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
五
月
二
十
六
日
癸
未
条

（
15
）『
日
本
紀
略
』
寛
平
五
年
閏
五
月
壬
午
条

（
16
）『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
四
月
二
十
八
日
癸
巳
条

（
17
）
鈴
木
拓
也
「
古
代
出
羽
国
の
軍
制
」（『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
三
三
、一
九
九
二
年
）

（
18
）『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九

（
19
）
延
暦
六
年
正
月
二
十
一
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九
）

（
20
）『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八

（
21
） 

一
九
九
〇
年
に
新
潟
県
三
島
郡
和
島
村
の
八
幡
林
遺
跡
か
ら
「
沼
垂
城
」「
養
老
」
と

記
さ
れ
た
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
。（「
一
九
九
〇
年
出
土
の
木
簡
」『
木
簡
研
究
』
第
一
三

号　

一
九
九
一
年
）

（
22
）「
一
九
九
〇
年
出
土
の
木
簡
」『
木
簡
研
究
』
第
一
三
号　

一
九
九
一
年
）

（
23
）『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
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